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内藤恵教授略歴・主要業績

内
藤
恵
教
授
略
歴

学
歴
及
び
職
歴

一
九
五
八
年　
　

東
京
に
生
ま
れ
る

一
九
八
二
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

一
九
八
三
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
入
学

一
九
八
五
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
（
法
学
修
士
）

一
九
八
五
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
入
学

一
九
八
八
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
九
一
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
九
四
年　
　

ロ
ン
ド
ン
大
学
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
、
訪
問
研
究
員
（
～
一
九
九
六
年
）

二
〇
〇
七
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
准
教
授

二
〇
〇
九
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

学
内
委
員
歴

一
九
八
九
年　
　

大
学
通
信
教
育
部
学
習
指
導
副
主
任
（
～
一
九
九
三
年
）

一
九
九
七
年　
　

大
学
通
信
教
育
部
学
習
指
導
主
任
（
～
二
〇
〇
一
年
）
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二
〇
〇
一
年　
　

大
学
産
業
研
究
所
副
所
長
（
～
二
〇
〇
五
年
）

学
外
委
員
歴

二
〇
〇
一
年　
　

厚
生
労
働
省
、
労
働
政
策
審
議
会
安
全
衛
生
分
科
会
委
員
（
～
二
〇
一
〇
年
）

二
〇
〇
一
年　
　

厚
生
労
働
省
、
安
全
衛
生
分
科
会
じ
ん
肺
部
会
委
員
（
～
二
〇
一
〇
年
）

二
〇
〇
九
年　
　

防
衛
省
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
委
員
（
～
二
〇
一
五
年
）

二
〇
一
〇
年　
　

会
計
検
査
院
、
退
職
手
当
審
査
会
委
員
（
～
二
〇
二
二
年
）

二
〇
一
〇
年　
　

衆
議
院
、
議
員
秘
書
退
職
手
当
審
査
会
委
員
（
～
二
〇
一
七
年
）

二
〇
一
〇
年　
　

参
議
院
、
議
員
秘
書
退
職
手
当
審
査
会
委
員
（
～
二
〇
一
七
年
）

二
〇
一
〇
年　
　

総
務
省
消
防
庁
、
安
全
管
理
検
討
委
員
会
委
員
（
～
二
〇
一
五
年
）

二
〇
一
一
年　
　

厚
生
労
働
省
、
労
働
政
策
審
議
会
勤
労
者
生
活
分
科
会
委
員
（
～
二
〇
二
一
年
）

二
〇
一
一
年　
　

厚
生
労
働
省
、
勤
労
者
生
活
分
科
会
中
小
企
業
退
職
金
共
済
部
会
委
員
（
～
二
〇
二
一
年
）

二
〇
一
一
年　
　

厚
生
労
働
省
、
労
働
政
策
審
議
会
職
業
安
定
分
科
会
雇
用
対
策
基
本
問
題
部
会
港
湾
労
働
専
門
委
員
会
委
員
（
～
二
〇

一
七
年
）

二
〇
一
五
年　
　

総
務
省
消
防
庁
、
自
衛
消
防
組
織
お
よ
び
防
火
管
理
の
実
効
性
向
上
専
門
家
会
議
委
員
（
～
二
〇
一
六
年
）

二
〇
一
七
年　
　

厚
生
労
働
省
、
労
働
政
策
審
議
会
勤
労
者
生
活
分
科
会
会
長
（
～
二
〇
二
一
年
）

二
〇
一
七
年　
　

厚
生
労
働
省
、
労
働
政
策
審
議
会
委
員
（
～
二
〇
二
一
年
）
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内
藤
恵
教
授
主
要
業
績

一
、
書　

籍

『
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
労
働
法
』 

（
法
律
文
化
社
、
共
著
、
二
〇
一
〇
年
）

『
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
労
働
法
〔
第
2
版
〕』 

（
法
律
文
化
社
、
共
著
、
二
〇
一
四
年
）

『
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
労
働
法
〔
第
3
版
〕』 

（
法
律
文
化
社
、
共
著
、
二
〇
二
四
年
）

二
、
論　

文

「
ア
メ
リ
カ
雇
用
契
約
理
論
に
お
け
る
雇
用
契
約
終
了
後
の
労
働
者
の
競
業
避
止
義
務
と
合
理
性
（reasonableness

）
の
基
準
」

 

『
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開
設
百
年
記
念
論
集
・
法
律
学
科
編
』（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
、
一
九
九
〇
年
）

「
ア
メ
リ
カ
雇
用
契
約
に
お
け
る
労
働
者
の
誠
実
義
務
」 

『
法
学
研
究
』
六
三
巻
一
二
号
（
一
九
九
〇
年
）

「
女
子
労
働
者
に
対
す
る
家
族
手
当
・
世
帯
手
当
不
支
給
規
程
の
効
力
」 

『
法
学
教
室
』
一
四
一
号
（
一
九
九
二
年
）

「
ア
メ
リ
カ
雇
用
契
約
に
お
け
る
労
働
者
の
競
業
避
止
義
務
と
約
因
法
理
」

 

『
法
学
研
究
』
六
五
巻
一
二
号
（
一
九
九
二
年
）

「
子
会
社
・
系
列
会
社
へ
の
出
向
・
転
籍
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
」 
『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
四
六
巻
二
号
（
一
九
九
三
年
）
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「
転
職
・
転
社
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
（
上
）」 

『
労
働
法
学
研
究
会
報
』
一
九
一
二
号
（
一
九
九
三
年
）

「
転
職
・
転
社
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
（
下
）」 

『
労
働
法
学
研
究
会
報
』
一
九
一
三
号
（
一
九
九
三
年
）

「
男
女
間
賃
金
格
差
と
そ
の
救
済
方
法
」 

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
〇
二
四
号
（
一
九
九
三
年
）

「
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
雇
用
契
約
法
理
の
展
開
」 

『
比
較
法
研
究
』
五
五
号
（
一
九
九
三
年
）

「
労
働
者
の
雇
用
契
約
終
了
後
の
競
業
避
止
義
務
か
ら
の
離
脱
」

 

『
法
学
研
究
』
六
七
巻
二
号
（
一
九
九
四
年
）

「
労
働
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
と
差
止
請
求
」 

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
一
一
三
号
（
一
九
九
七
年
）

「
年
少
労
働
者
」 

『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル　

労
働
基
準
法
〔
第
4
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）

「
労
働
法
の
体
系
的
理
解
―
―
そ
の
全
体
像
と
今
日
的
意
義
―
―
」

 

『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
四
七
七
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

「
賃
金
・
労
働
時
間
」 

『
新
・
裁
判
実
務
体
系　

労
働
関
係
訴
訟
法
Ⅰ
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）

「
秘
密
保
持
義
務
」 

『
労
働
判
例
百
選
〔
第
七
版
〕』（
二
〇
〇
二
年
）

「
労
働
契
約
に
お
け
る
労
働
者
の
付
随
的
義
務
の
現
代
的
展
開
」 

『
法
学
研
究
』
七
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）

「
労
働
契
約
に
お
け
る
労
働
者
の
誠
実
義
務
―
―
イ
ギ
リ
ス
雇
用
契
約
上
のim

plied term
s

の
議
論
を
中
心
と
し
て
―
―
」

 

『
法
学
研
究
』
七
六
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）

「『
公
益
通
報
者
保
護
制
度
』
と
労
働
契
約
に
お
け
る
労
働
者
の
義
務
」

 

『
世
界
の
労
働
』
五
四
巻
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）

「
労
働
契
約
に
お
け
る
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
―
―
労
働
者
の
身
体
的
・
精
神
的
過
労
、
ス
ト
レ
ス
等
に
よ
る
労
災
事
案
を 

中
心
と
し
て
―
―
」 

『
法
学
研
究
』
八
一
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）

「
処
分
後
に
判
明
し
た
非
違
行
為
の
処
分
理
由
へ
の
追
加
」 

『
労
働
判
例
百
選
〔
第
八
版
〕』（
二
〇
〇
九
年
）

「
労
働
契
約
に
お
け
る
職
場
環
境
配
慮
義
務
の
法
理
」 

『
法
学
研
究
』
八
二
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
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「
安
全
配
慮
義
務
」 

『
労
働
判
例
百
選
〔
第
九
版
〕』（
二
〇
一
六
年
）

「
団
交
を
求
め
る
地
位
の
確
認
」 

『
労
働
判
例
百
選
〔
第
十
版
〕』（
二
〇
二
二
年
）


